
亀岡市土壌診断補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  市長は、適正な施肥実施に向けた土壌診断を実施する農業

者に対し、診断に係る費用を補助することにより、農産物の生産

性及び品質の向上並びに農業に起因する環境負荷の低減を推進し、

もって本市の農業振興を図ることを目的として、亀岡市補助金等

交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要綱の定める

ところにより、予算の範囲内で亀岡市土壌診断補助金（以下「補

助金」という。）を交付する。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

⑴  土壌診断  市内の農地の土壌成分を分析し、必要な施肥内容

等について診断を行うものをいう。  

⑵  検体  土壌診断のために 1 箇所の農地から採土する分析用の

土をいう。  

 （補助対象者）  

第３条  補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次に掲げる要件を全て満たす者とする。  

⑴  市内で営農する者で、事業年度内に土壌診断を実施したもの  

⑵  亀岡市民又は市内に事業所を有する団体  

⑶  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者  

⑷  市税を滞納していない者  

 （補助対象経費）  

第４条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象者が、販売目的で農作物を生産している農地につい

て当該年度に実施した土壌診断に係る経費のうち、土壌診断を依

頼した者に支払ったものとする。  

 （補助金額）  

第５条  補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じた額又は  

３，０００円のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額

に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも



のとする。  

２  補助金の交付は、同一年度内において補助対象者１人につき５

検体の土壌診断に係る補助対象経費を限度とする。  

 （交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、亀岡市土壌診断補助金交付申請書（別記第１号様式。

以下「交付申請書」という。）に関係書類を添えて市長に提出し

なければならない。  

 （補助金の額の決定）  

第７条  市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったとき

は、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市土壌診断

補助金交付決定通知書（別記第２号様式）又は亀岡市土壌診断補

助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知

するものとする。  

 （補助金の請求等）  

第８条  前条の規定により補助金の交付決定を通知された者は、３

０日以内に亀岡市土壌診断補助金請求書（別記第４号様式）を市

長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速や

かに補助金を交付するものとする。  

 （交付決定の取消し）  

第９条  市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場

合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴  申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受

けたとき。  

⑵  申請者が前条の請求を行わないとき。  

⑶  その他市長が必要と認めるとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

は、亀岡市土壌診断補助金取消通知書兼返還請求書（別記第５号

様式）により申請者に通知し、既に補助金が交付されている場合

は、当該補助金を返還させるものとする。  

 （調査等への協力）  

第１０条  市長は、申請者に対し本事業の効果検証のためのアンケ

ート調査その他の協力を求めることができる。  



 （その他）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

   附  則  

 

この要綱は、告示の日から実施する。  



別記第１号様式（第６条関係） 

                                  年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

                    申請者 住所（所在地） 

 

                        氏名（名称及び代表者氏名）             

 

 

亀岡市土壌診断補助金交付申請書 

 

 亀岡市土壌診断補助金の交付を受けたいので、亀岡市土壌診断補助金交付要綱第６条の規

定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額              円 

 

２ 検体数 

 

３ 土壌診断日      年   月   日 

 

４ 添付書類 

  ・土壌診断結果を記載した書類 

  ・領収書等の補助対象経費の内容が分かる書類 

  ・土壌診断を行った農地の位置図 

  ・その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      亀岡市長            □印  

 

 

亀岡市土壌診断補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請があった亀岡市土壌診断補助金について、下記

のとおり交付することを決定しましたので、亀岡市土壌診断補助金交付要綱第７条の規定に

より通知します。 

 

 

記 

 

 

交付決定額  金            円 

 

  



第３号様式（第７条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      亀岡市長            □印  

 

 

亀岡市土壌診断補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請があった亀岡市土壌診断補助金については、下記の

理由により不交付とすることを決定しましたので、亀岡市土壌診断補助金交付要綱第７条の

規定により通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

                    請求者 住所（所在地） 

 

                        氏名（名称及び代表者氏名） 

 

 

亀岡市土壌診断補助金請求書 

 

      年  月  日付け  第    号で交付決定の通知があった亀岡市土壌診

断補助金について、亀岡市土壌診断補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求

します。 

 

 

記 

 

１ 請求額  金            円 

 

 

２ 補助金の振込先 

                銀  行 

                信用金庫              本店・支店 

               農業協同組合 

預金種別 
普 通 

当 座 
口座番号 

       

口座名義人 

フリガナ 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      亀岡市長            □印  

 

 

 

亀岡市土壌診断補助金取消通知書兼返還請求書 

 

      年  月  日付け  第    号で交付決定の通知を行った亀岡市土壌診

断補助金について、亀岡市土壌診断補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり通知

します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定を取り消す補助金額  金            円 

 

２ 取消しの理由 

 

３ 返還請求額         金            円 

 

４ 返還期日          年   月   日 

 

５ その他 

 


